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関係団体御中

事務連絡

平成 26年 9月30日

厚生労働省保険局医療課

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の

留意事項についてJ等の一部改正について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健

康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）

長あて通知したのでお知らせします。



地方厚生（支）局医療課長

都道府県民生主管部（局）

保医発 0930第 2号．

平成 26年 9月 30日

国民健康保険主管課（部）長 i殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

厚生労働省保険局歯科医療管理官
（公印省略）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について

今般、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）（平成20年厚生労働省
告示第61号）」の一部が平成26年厚生労働省告示第378号をもって改正され、平成26年1

0月 1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正
し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医
療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

記

別添 1 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項についてJ （平成26年 3
月 5日保医発0305第 5号）の一部改正について

別添 2 「特定保険医療材料の定義について」（平成26年 3月 5日保医発0305第 8号）
の一部改正について



「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項についてJ

（平成26年 3月 5日保医発0305第 5号）の一部改正について

1 Iの3の（79）のエの次に次のように加える。

加j添 11

オ 部品連結用②横型を用いる場合は、セット（肋骨間用、肋骨腰椎間用又は
肋骨腸骨間用）は 1回の手術につき 1セットを限度として算定できる。なお、
医学的根拠に基づき 2セット以上を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要
欄にその医学的根拠を詳細に記載すること。

2 （別紙）の表059(1)中「人工股関節用部品・一般オプション部品」を「人工関節用
部品・一般オプション部品Jに、同表059(l-2）中「人工股関節用部品・カップサポ
ート j を「人工関節用部品・カップサポート Jに改める。

3 （別紙）の表065(6）中「リバース型・関節寵ヘッドJを「リパース型・関節寵ヘツ
ド・標準型Jに改め、同表065(6）の次に次のように加える。

( fr-2）リバース型・関節寵ヘッド・外側補正型 人工肩関節・ S R-4-2 
(6-3）リバース型・関節寵ヘッド・下方補正型 人工肩関節・ SR-4-3 

4 （別紙）の表066(1）中「上腕骨側材料jを「上腕骨側材料・標準型」に改め、向表
066 (1）の次に次のように加える。

( 1-2）上腕骨側材料・特殊型 人工肘関節・ EH-1-2  



「特定保険医療材料の定義についてJ （平成26年 3月 5日
保医発0305第 8号）の一部改正について

1 別表の Eの059(2）中「人工股関節用部品Jを「人工関節用部品Jに改める。

同j添 21

2 別表の Hの059(3）中 f人工股関節用部品Jを「人工関節用部品Jに改め、同表の E

の059(3）の①のウ中「又は臼蓋底Jを人臼蓋底、上腕骨又は尺骨Jに改める。

3 別表の Eの065(2）中「 8区分Jを「10区分Jに、「13区分j を「15区分Jに改める。

4 別表の Eの065(3）の⑬を⑬とし、⑫を⑭とし、⑬を⑬とし、⑮を次のように改める。

⑩ リパース型・関節寵ヘッド・標準型
次のいずれにも該当すること。

ア 腿板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用
する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩
関節であること。

イ ベースプレートと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替するものであ
ること。

ウ ⑪及び⑫に該当しないこと。

5 別表の Hの065(3）の⑬の次に次のように加える。
⑪ リバース型・関節寵ヘッド・外側補正型

次のいずれにも該当すること。

ア 腿板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用
する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩
関節であること。

イ ベースプレートと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替するものであ
ること。

ワ 肩甲骨ノッチングを低減するために、回転の中心を外側へ補正した形状
であること。

⑫ リバース型・関節寵ヘッド・下方補正型
次のいずれにも該当すること。

ア 1建板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用

する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩
関節であること。

イ ベースプレートと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替するものであ
ること。

ワ 肩甲骨ノッチングを低減するために、回転の中心を下方へ補正した形状
であること。

6 別表の Eの066の（2）中「上腕骨側Jの次に「（ 2区分）」を、「尺骨側」の次に「（ 1 
区分） .J を、「榛骨側」の次に「（ 1区分） Jを加え、「 3区分jを「 4区分j に改める。

7 別表の Eの066の（3）の①を次のように改める。



① 上腕骨側・標準型
以下のいずれにも該当すること

ア 肘関節の機能を代替するために上腕骨側に使用する材料であること。
イ ②に該当しないこと。

別表の Eの066の（3）の③を④とし、②を③とし、①の次に次のように改める。
② 上腕骨側・特殊型

以下のいずれにも該当すること。

ア 肘関節の機能を代替するために上腕骨側に使用する材料であること。
イ 摩耗粉を軽減するための以下の加工等が施されているものであって、そ

の趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
ビタミンEに浸漬又は添加されていること。

8 別表の Eの152の（2）中「肋骨間用」の次に「（ 1区分）Jを、「肋骨腰椎間用Jの次

に「（ 1区分） Jを、「肋骨腸骨間用Jの次に「（ 1区分） Jを、「固定クリップ（伸展
術時交換用）」の次に「（ 1区分）及び部品連結用（ 2区分） Jを加え、「 4区分Jを
「6区分Jに改める。

9 別表の Hの152の（3）の④の次に次のように加える。
⑤ 部品連結用・縦型

複数の肋骨を把持することを目的に①、②又は③に追加して使用するセットで、

以下の構成品を含むものであること。

スタガードコネクター
⑥ 部品連結用・横型

複数の肋骨を把持することを目的に①、②又は③に追加して使用するセットで、

以下の構成品を含むものであること。
ア トランスパースバー
イ トランスパースクレードノレ

ウ コネクター



（参考）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成 26年3月5日保医発 0305第5号）の一部改正について

改正後

I 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第 59号）（以下「算定

方法告示Jという。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項

1 • 2 （略）

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）

に係る取扱い

(1）～側（略）

側胸郭変形矯正用材料

ア～エ（略）

オ部品連結用②横型を用いる場合は、セット（肋骨間用、肋骨腰

椎間用又は肋骨腸骨間用）は 1回の手術につき 1セットを限度と

して算定できる。なお、医学的根拠に基づき 2セット以上を算定

する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的根拠を詳細に

記載すること。

側～（1耐（略）

4・5 （略）

（傍線の部分は改正部分）

現行

I 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）（以下「算定

方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項

1 . 2 （略）

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）

に係る取扱い

( 1）～附（略）

側胸郭変形矯正用材料

ア～エ（略）

側～（~川（略）

4・5 （略）



（参考）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項についてJ（平成 26年 3月 5日保医発 0305第 5号）の一部改正について

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 イ’丁ー

告示名 略称 告示名 略称

059オプション部品 059オプション部品

(1）人工関節用部品・一般オプション部品 オプション部品・ OH-1 (1)人工股関節用部品・一般オプション部品 オプション部品・ OH-1 

(1-2）人工関節用部品・カップサポート オプション部品・ OH-1-2 (1-2）人工股関節用部品・カップサポート オプション部品・ OH-1-2 

(2）人工膝関節用部品 オプション部品・ OK-2 (2）人工膝関節用部品 オプション部品・ OK-2 

(3）人工関節固定強化部品・人工関節固定強化部品（ I ) オプション部品・ OF-3 (3）人工関節固定強化部品・人工関節固定強化部品 (I) オプション部品・ OF-3 

(3-2）人工関節固定強化部品・人工関節固定強化部品（II) オプション部品・ OF...,..3-2 (3-2）人工関節固定強化部品・人工関節固定強化部品 (II) オプション部品・ OF-3-2 

(4）再建用強化部品 オプション部品・ OR-4 (4）再建用強化部品 オプション部品・ OR-4 

(5）人工肩関節再置換用ステムヘッド オプション部品・ OR-5 (5）人工肩関節再置換用ステムヘッド オプション部品・ OR-5 

065人工肩関節用材料 065人工肩関節用材料

(1）肩甲骨側材料・標準型 人工肩関節・ SG-1 (1）肩甲骨側材料、・標準型 人工肩関節・ SG-1 

(1-2）肩甲骨側材料・特殊型 人工肩関節・ SG-1-2 (1-2）肩甲骨側材料・特殊型 人工肩関節・ SG-1-2 

(2）上腕骨側材料・標準型 人工肩関節・ SH-2 (2）上腕骨側材料・標準型 人工肩関節・ SH-2 

(2-2）’上腕骨側材料・特殊型 人工肩関節・ SH-2-2 (2-2）上腕骨側材料・特殊型 人工肩関節・ SH-2-'-2 

(3）リパース型・上腕骨ステム・標準型 人工肩関節・ SRー1 (3）リパース型・上腕骨ステム・標準型 人工肩関節・ SR-1 

(3-2）リパース型・上腕骨ステム・特殊型 人工肩関節・ SR-1-2 (3-2）リパース型・上腕骨ステム・特殊型 人工肩関節・ SR-1-2-

(4）リパース型・スペーサー 人工肩関節・ SR-2 (4）リパース型・スベーサー 人工肩関節・ SR-2 

(5）リパース型・インサ←ト・標準型 人工肩関節・ SR-3 (5）リパース型・インサート・標準型 人工肩関節・ SR-3 



(5-2）リパース型・インサート・特殊型 人工肩関節・ SR-3-2 (5 2）リパース型・インサート・特殊型 人工肩関節・ SR-3-2 

(6）リパース型・関節寵ヘッド・標準型 人工肩関節 ・SR-4 (6）リパース型ー関節嵩ヘッド 人工肩関節 ・SR-4

(6-2）リパース型・関節笛ヘッド・外側補正型 人工肩関節・ SR-4-2 

(6-3）リパース型・関節寵ヘッド・下方補正型 人工肩関節・ SR-4-3 

(7）リパース型・ベースプレート・標準型 人工肩関節・ SR:--5 (7）リパース型・ベースプレート・標準型 人工肩関節・ SR-5 

(7-2）リパース型・ベースプレート・特殊型 人工肩関節・ SR-5-2 (7-2）リパース型・ベースプレート・特殊型 人工肩関節・ SR-5-2 

(8）リパース型・切換用 人工肩関節・ SR-6 (8）リパース型・切換用 人工肩関節・ SR-6 

066人工肘関節用材料 066人工肘関節用材料

(1）上腕骨側材料・標準型 人工肘関節・ EH-1 (1）上腕骨側材料 人工肘関節 ・EH-1

(.1-2）上腕骨側材料・特殊型 人工肘関節・ EH-1-2 

(2）尺骨側材料 人工肘関節・ EU-2 (2）尺骨側材料 人工肘関節・ EU-2 

(3）榛骨側材料 人工肘関節・ ER-3 (3）横骨側材料 人工肘関節 ・ER-3



（参考）

「特定保険医療材料の定義についてJ（平成 26年 3月5日保医発 0305第8号）の一部改正について

（傍線の部分は改正部分）

改正後 現 ’一イ丁

（別表） － ｜（別表）

直 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11I II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11

部に規定する特定保険医療材料〈フィルムを除く。）及びその材料価格 ｜ 部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格

001～058 （略）

059オプション部品

(1) （略）

(2）機能区分の考え方

使用部位又は使用目的により、人工関節用部品（2区分）、人工膝関

節用部品 (1区分）、人工関節固定強化部品（2区分）、再建用強化部

品（1区分）及び人工肩関節再置換用ステムヘッド（1区分）の合計7

区分に区分する。

(3）機能区分の定義

①人工関節用部品・→般オプション部品

次のいずれかに該当すること。

ア・イ （略）

ウ 骨セメントの流出を防止するために、大腿骨、腔骨、臼蓋底、

上腕骨又は尺骨に使用するものであって、骨栓（ボーンプラグ）、

セメントリストラクターであること。

②人工関節用部品・カップサポート

臼蓋形成用カップの固定を補助する目的に使用するカップサポー

トであること。

③～⑦（略）

060～064 （略）

065人工肩関節用材料

001～058 （略）

059オプション部品

(1) （略）

(2）機能区分の考え方

使用部位又は使用目的により、 λ工股関節用部品（2区分）、人工膝

関節用部品（1区分）、人工関節固定強化部品（2区分）、再建用強化

部品（1区分）及び人工肩関節再置換用ステムヘッド（1区分）の合

計 7区分に区分する。

(3）機能区分の定義

①人工股関節用部品・一般オプション部品

次のいずれかに該当すること。

ア・イ （略）

ウ 骨セメントの流出を防止するために、大腿骨、腔骨又は臼蓋底

に使用するものであって、骨栓（ボーンプラグ）、セメントリスト

ラクターであること。

②人工股関節用部品・カップサポート

臼蓋形成用カップの固定を補助する目的に使用するカップサポー

トであること。

③～⑦（略）

060～064 （略）

065人工肩関節用材料



(I) （略）

(2）機能区分の考え方

人工肩関節用材料は、構造、使用目的及び使用部位により肩甲骨側

(2区分） 、上腕骨側（2区分）、リパース型（1立五念）及び切換用（ 1 

区分）の合計 15区分に区分する。

(3）機能区分の定義

①肩甲骨側・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア．（略）

イ ②及び⑩から盆までに該当しないこと。

②肩甲骨倶lj・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア・イ （略）

ウ ⑬から盆までに該当しないニと。

③～⑨（略）

⑩リパース型・関節寄ヘッド・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア 臆板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するた

めに使用する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバ

ース型の全人工肩関節であること。

イ ベースプレートと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替する

ものであること0

2 ⑪及び⑫に該当しないこと

盆リパース型・関節笛ヘッド・外側補正型

次のいずれにも該当すること。

ア 臆板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するた

めに使用する、臼蓋侭！と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパ

ース型の全人工肩関節であること口

イ ベースプレートと組み合わせて使用し、貴重の機能を代替する

(1) （略）

(2）機能区分の考え方

人工肩関節用材料は、構造、使用目的及び使用部位により肩甲骨側

(2区分） 、土腕骨側（2区分）、リバース型（笠互会）及び切換用（ 1 

区分）の合計l三塁会に区分する。

(3）機能区分の定義

①肩甲骨側・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア（略）

イ ②及び⑩から盆までに該当しないこと。

②肩甲骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア・イ （略）

ウ ⑮から盆までに該当しないこと。

③～⑨（略）

⑬リバース型・関節寵ヘッド

次のいずれにも該当すること。

ア 腿板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するた

めに使用する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパ

ース型の全人工肩関節であること。

イ ベースプレートと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替する

ものである ζと。



ものであることロ

ウ 肩甲骨ノッチングを低減するために、回転の中心を外側へ補正

した形状であること。

盛リパース型・関節禽ヘッド・下方補正型

次のいずれにも該当すること。

Z. H建板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するた

めに使用する、臼蓋倶ljと骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバ

ース型の全人工肩関節であること。

イ ベースプレャトと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替する

ものであること口

之肩甲骨ノッチングを低減するために、回転の中心を下方へ補正

した形状であること口

盛リパース型・ベースプレート・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア・イ（略｝

盆リパース型・ベースプレート・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア・エ（略）

盆切換用
（略）

066人工肘関節用材料

(1) （略）

(2）機能区分の考え方

人工肘関節用材料は、使用部位により、上腕骨側（2区分）、尺骨側

(1区分）及び榛骨側（1区分）の合計生犀盆に区分する。

(3）機能区分の定義

①上腕骨側・標準型

以下のいずれにも該当すること白

ア 肘関笥の機能を代替するために土腕堂側に使用する材料であるこ

皇リパース型・ベースプレート・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア・イ（略）

盆リパース型・ベースプレート・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア・エ（略）

⑬切換用

（略）

066人工肘関節用材料

(1) （略）

(2）機能区分の考え方

人工肘関節用材料は、使用部位により、上腕骨側、尺骨側及び榛骨

側の合計3区分に区分する。

(3）機能区分の定義

①上腕骨側

肘関節の機能を代替するために上腕骨側に使用する材料であるこ

と。



よιー
イ ②に該当しないこと。

盆上腕骨側・特殊型

以下のいずれにも該当すること。

ア 肘関節の機能を代替するために上腕骨側に使用する材料であるこ

よ♀ー
イ 摩耗粉を軽減するための以下の加工等が施されているものであっ

て、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

ビタミンEに浸演又は添加されていること。

＠尺骨側

肘関節の機能を代替するために尺骨側に使用する材料であること。

盆榛骨側

肘関節の機能を代替するために榛骨側に使用する材料であること。

152胸郭変形矯正用材料

(1) （略）

(2）機能区分の考え方

構造及び使用部位により、肋骨間用（！区分）、肋骨腰椎間用斗L互

会よ、肋骨腸骨間用 (1区分）、固定クリップ（伸展術時交換用） (1区分）

及び部品連結用（2区分）の合計皇互会に区分する。

(3）機能区分の定義

①～④（略）

室部品連結用・縦型

複数の肋骨を把持することを目的に①、②又は③に追加して使用す

るセットで、以下の構成品を含むものであること。

スタガ｝ドコネクター

盆部品連結用・横型

複数の肋骨を把持することを目的に①、②又は③に追加して使用す

るセットで、以下の構成品を含むものであること。

ア トランスパースパー

袋尺骨側

肘関節の機能を代替するために尺骨側に使用する材料であること。

③榛骨側

肘関節の機能を代替するために榛骨側に使用する材料であること D

152胸郭変形矯正用材料

(1) （略）

(2）機能区分の考え方

構造及び使用部位により、肋骨間用、肋骨腰椎間用、肋骨腸骨間用

及び固定クリップ（伸展術時交換用）の合計生星会に区分する。

(3）機能区分の定義

①～④（略）

～ 、
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